
＜ご案内＞

本書は「PMH(医療費助成)」につ
いての操作手順を説明していま
す。本書をよくお読みになり十分
に活用してください。また、お読み
になった後も大切に保管してくだ
さい。

こちらの機能はオプションです。別途ご契約が必要となります。

PMH
(医療費助成)
操作マニュアル



はじめに

※本書中に使用している画面は参考画面です。お客様のお使いの機種により多少異なりますのでご了承ください。
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・有効期限内の医療費助成情報のみ取得できます。

・歯科では使用不可の医療費助成情報も取得されます。
　受給者証券面情報を確認頂くなどでお客様で使用可能かどうかをご判断頂く必要があります。
　(使用可能か不明な場合は必要に応じて自治体へご確認ください。)

・医療費助成情報を取得しても、メンテナンス画面に福祉マスタの登録がない場合は、
　患者情報画面に反映できません。福祉マスタメンテナンス画面にて登録してから再度操作を行ってください。
　(紙の受給者証運用時と同じ)

公費・福祉医療費助制度の資格情報を確認する

【PMH(本日取込あり)】または【PMH】で資格情報を患者情報入力画面に反映

顔認証付きカードリーダーにて認証(医療費助成情報の提供に同意)

【マイナンバー】ボタン押す

◆PMH(医療費助成)とは？

運用の流れ  患者様がマイナンバーカードを持参した場合

PMHとは、Public Medical Hubの略称で、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を、自治体や
医療機関などとつなぐシステムのことです。
今までは「紙の受給者証」が必要でしたが、PMH(医療費助成)を導入するとマイナンバーカードだけで受給者証
の情報が取得可能になります。

・自治体がPMHに登録を行っていない公費・福祉医療費助成制度の場合、参照および患者情報画面への
　反映はできません。

・患者様が行う作業： ・医院様が行う作業：

◆運用時の注意

・顔認証付きカードリーダーで医療費助成情報の提供に患者様が同意した場合のみ、取得可能となります。

・医療扶助(生活保護)の情報は取得できません。取得したい場合は別途お申込みが必要です。

PMH(医療費助成)について
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・－：医療費助成制度情報なし

※資格情報比較画面のPMH欄の場合、
現在、患者情報画面に登録されている公費/福
祉欄の情報(負担者番号、受給者番号、期限)と
差異があると、背景色がピンク色になります。

画面説明

＜マイナンバー取得患者一覧画面＞　

・●：医療費助成情報があり、取得に成功した場合

・失：医療費助成情報はあるが、取得に失敗した
　　　場合

PMH(医療費助成)を導入すると、以下の画面が変更・追加となります。

＜資格情報比較画面＞

「PMH」

医療費助成制度の情報がある場合、以下が表
示されます。

・【保険情報】タブ

患者情報および資格情報を表示します。

・【PMH】タブ

【保険情報】タブ/【PMH】タブ

PMH（医療費助成）情報がある場合、【PMH】タブ
が表示されます。クリックすると以下の画面が表
示されます。
※画面説明は次ページ参照
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※過去に取得したPMH(医療費助成)情報の場合、ボタン名称が【PMH】のみになります。

本日分のPMH(医療費助成)情報の登録がある場合【PMH(本日取込あり)】が表示されます。
クリックすると、「受給者証券面情報画面」が表示されます。(画面説明は次ページへ)

＜資格情報比較画面：【PMH】タブ＞　

患者情報画面で設定されている公費・福祉情報
が表示されます。

※PMHにて取得した公費・福祉情報と差異があ
る場合、背景色がピンク色になります。

PMHで取得した公費・福祉

現在の公費・福祉(患者情報画面での設定内容)

※患者情報画面に設定されている公費・福祉の
負担者番号とPMHにて取得した公費・福祉の負
担者番号が異なる場合、背景色がピンク色にな
ります。

【受給者証表示】

　　　　の「対象」欄にてチェックを付けた場合、
クリック可能になります。
クリックすると「受給者証券面情報」画面(参照の
み)が表示されます。

＜患者情報画面：【PMH】/【PMH(本日取込あり)】＞　

PMHで取得した医療費助成情報が表示されま
す。
医療費助成情報を患者情報画面に反映したい
場合は、「対象」欄にて該当の項目をクリックして
チェックを付けてください。
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・現在値/反映後

＜受給者証券面情報画面＞　

取得日/最新マイナ資格確認日/全て表示 患者情報画面へ反映

・反映先

【▼】をクリックして、患者情報画面の“第1公費”/
“福祉”のどちらに反映するかを選択します。
※お客様の環境により“第1公費”/“第2公費”/”
“福祉”の選択肢が表示されます。

・取得日

医療費助成情報の取得日が表示されます。
「最新マイナ資格確認日」と同日の場合、選択肢
の文言の先頭に「最新：」と表示されます。
※「最新マイナ資格確認日」に医療費助成情報
がない場合は「最新：」は表示されません。
【▼】をクリックして過去の日付を選択すると過去
の取得内容が表示されます。

・最新マイナ資格確認日

マイナンバーカード（顔認証カードリーダ）で資格
確認を行った最新日が表示されます。

・全て表示

現在値：
「反映先」にて選択された公費・福祉の患者情報
画面で設定されている公費、福祉情報を表示し
ます。

受給者証券面情報表示エリア

クリックすると、患者情報画面の公費・福祉欄に
負担者番号、受給者番号、期限が反映されま
す。

医療費助成情報を取得しても、該当の福祉マスタの登録がない場合、患者情報画面には登録できません。(紙
の受給者証運用時と同様です。)

「公費/福祉負担者番号が違います。」と表示された場合はメンテナンスのマスタメンテナンス画面-【福祉マ
スタ】にて取得した医療費助成情報の福祉マスタを登録してください。

※該当の福祉マスタが登録されていない状態で【反映】をクリックし、［Enter］を押すと「公費/福祉負担
者番号が違います。」と表示されます。

　　　　にてクリックした負担者番号の受給者証の
情報(券面情報)が表示されます。

反映後：
　　　　に表示している公費・福祉の情報が表示さ
れます。
「現在値」と「反映後」の各項目を比較し差異があ
る場合、背景色がピンク色になります。

・【反映】

公費・福祉表示タブ

負担者番号単位でタブが表示されます。

【閉じる】

受給者証券面情報画面を閉じます。

「資格情報比較画面」の「対象」欄で、チェックを
していない公費・福祉がある場合に表示されま
す。
「全て表示」にチェックを入れると、すべての公
費・福祉(「資格情報比較画面」の「対象」欄で、
チェックをした公費・福祉、チェックしなかった公
費・福祉)が表示されます。

4



操作・運用方法

以下手順にて、PMH(医療費助成)情報を取得後、患者情報画面に反映してください。

1

資格情報比較画面が表示されます。

2

PMH(医療費助成)情報を取得するには、顔認証付きカードリーダーで医療費助成情報の提供に
患者様が同意する必要があります。

顔認証付きカードリーダー画面イメージ

3

・新患の場合：患者情報画面にて、ファンクションの【新患】→【マイナンバー】をクリックします。

・既存患者の場合：該当患者様を呼び出し、【マイナンバー】をクリックします。

   または「PMH」欄の背景がピンク色になっていないが、「●」が表示されている場合

【保険情報】タブの内容を確認後、【PMH】タブをクリックしてください。次ページへ

医療費助成の各種受給者証
を利用しますか？

「マイナンバー取得患者一覧画面」が表示されます。該当の患者様を選択して、【確定】をクリックしてください。

利用する

◆画面上部にある「PMH」欄に「－」が表示されている(PMH(公費/福祉)の情報がない)場合

【保険情報】タブの内容を確認し、差異がある場合は、【保険追加】/【上書き】をクリック、
ない場合は【確定】をクリックしてください。以降の操作は通常のオンライン資格確認運用時と同様です。

◆画面上部にある「PMH」欄の背景がピンク色になっている(現在登録している公費/福祉情報と差異がある)場合

利用しない
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この時点では、まだ「公費(福祉)負担者番
号」「公費(福祉)受給者番号」「期限」は空
欄です。必ず【PMH(本日取込あり)】また
は【PMH】で取込を行ってください。

患者情報画面に戻ります。
画面下の【PMH(本日取込あり)】または【PMH】をクリック
します。

5

4

「PMHで取得した公費・福祉」欄に表示されている公費・福祉の受給者証内容を確認したい場合は、
【受給者証表示】をクリックしてください。
「受給者証券面情報」画面が表示されますので、確認したい負担者番号のタブをクリックしてください。

※この画面は参照のみとなります。
この情報を反映したい場合は、患者情報画面の【PMH】また
は【PMH(本日取込あり)】より取込を行ってください。(手順5
へ)

資格情報比較画面の【取消】はクリックしないでください。【取消】をクリックすると、
同意情報およびPMHで取得した公費・福祉情報が更新されませんのでご注意ください。

◆公費・福祉情報を保険追加して反映したい場合→【保険追加】をクリック

◆新患の場合、または現在登録されている内容に上書きしたい場合→【上書き】をクリック

【PMH】タブに取得した医療費助成情報が表示されます。
「PMHで取得した公費・福祉」欄に表示されている公費・福祉にチェックをつけて、【保険追加】【上書き】をクリックします。
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※該当の福祉マスタが複数ある場合、公費(福祉)負担者番号検索画面が表示されますので、福祉マスタを選択してください。

PMHで取得した公費・福祉情報に該当する福祉マスタがない場合にこのメッセージが表示されます。
お手数ですがメンテナンスのマスタメンテナンス画面-【福祉マスタ】にて取得した医療費助成情報の福祉
マスタを登録してください。
※歯科では使用不可の医療費助成情報も取得されます。受給者証券面項目を確認頂くなどでお客様で使用
可能か否かご判断頂く必要があります。(使用可能か不明な場合は必要に応じて自治体へご確認ください。)

「公費/福祉負担者番号が違います。」と表示された場合

【反映】をクリックすると、患者情報画面に上書きされます。
保険追加して患者情報に登録したい場合は、「受給者証券面情報」画面の【閉じる】をクリックして、
患者情報画面にて保険追加してから再度手順5より操作を行ってください。
※手順4にてすでに【保険追加】をクリックしている場合は、すでに保険追加されておりますので、そのま
ま【反映】をクリックしてください。
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7 「患者情報画面へ反映」欄にある、「反映先」の【▼】をクリックして反映先を選択します。

「受給者証券面情報」画面が表示されます。
患者情報画面に反映したい負担者番号のタブをクリックして内容を確認します。

8 「反映後」に、反映したい負担者番号等が表示されているか確認し、【反映】をクリックします。

9

受給者証券面情報画面のタブの番号と受給者証券面情
報表示エリアの負担者番号は、同じ値が表示されます
が、自治体の登録誤り等により異なる値となっている
場合があります。その場合は、該当の受給者証を発行
している自治体にお問い合わせ下さい。

患者情報画面にて、PMHで取得した公費・福祉情報が表示されていることを確認し、
キーボードの［Enter］を押し、【確定】をクリックしてください。
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①資格情報比較画面にて、【確定】をクリック

②患者情報画面にて、【確定】をクリック
　 ※公費/福祉の有効期限が切れている場合は、「期限」欄が赤くなります。

③ファンクションの【保険追加(F5)】をクリック

④追加した保険側の公費/福祉の受給者番号等を削除して【確定】してください。

公費/福祉の対象ではなくなった場合

公費/福祉の対象ではなくなった場合、【PMH】タブは表示されません。
また、「PMH」欄は「－(情報なし)」で表示されます。

公費/福祉の対象ではなくなった場合、以下の手順にて公費/福祉の受給者番号等を削除してくだ
さい。
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「公費/福祉負担者番号が違います。」と表示された場合、
取得した医療費助成情報の福祉マスタを登録してください。

★この設定値は参考例です。制度によって必要な値が異なる場合がありますので、ご利用の制度に合わせて
適切な値を設定してください。

参考：福祉マスタ登録手順

例)以下の福祉マスタを登録する場合
   重度心身障がい者医療制度(福祉医療番号：85)　月1000円　併用レセプト請求

①メインメニューの【メンテナンス】をクリック → 【マスタメンテナンス】をクリックします。

②対象年月入力画面にて対象年月をクリック→ 【福祉マスタ】をクリックします。

③福祉マスタメンテナンス画面が開きます。ファンクションの【追加】をクリックします。

④福祉マスタの設定画面が表示されます。下記の通り設定します。

⑤福祉マスタメンテナンス画面に戻ります。【確定】をクリック
　→「編集したデータを保存しますか？」と表示されますので、【はい】をクリックしてください。

・福祉医療番号：85
【次画面】をクリック

・表示名称：85障がい者(1000円/月)

・受給者入力区分：あり
・レセプト患者負担額端数印字(公費用)：1円単位

・算定区分：なし

・金・率区分：負担率
【確定】をクリック

・会計制御区分：する

・請求区分フラグ：社保、国保とも公費

・患者負担上限額：1000円
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Windowsは米国Microsoft社およびその他の国での商標もしくは登録商標です。
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